
２ 区政運営の仕組み・ 区長の位置づけ 
 

 

○ 24区で特色ある区政運営 

    公募区長が、区民の感覚に近いところでそのニーズを汲み取って創意工夫により施策

実現に結びつける。 

 

○ 権限と責任の拡大 

     「小さな組織で大きな権限」を持つ区政運営の新しい仕組みづくり ⇒ 区シティ・

マネージャー（教育委員会事務局区担当教育次長の職を兼務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 総合的予算の編成 

 

区シティ・マネージャー 
区の区域内の基礎自治に関する 
施策や事業の実質的な責任者 

区  長  
地方自治法上の区役所の長 

区長の位置付け（２つの顔） 

区役所に分掌された事務を 
掌理し、区の職員を指揮監督 

区内のことをよく知っている区長が考え、決定し、予算を確保 

決定権を有する事務について 

総理し、局長等を指揮監督 

※教育委員会事務局区担当教育次長 
教育行政を担当 


